
議案第７１号 

 

 

 三次市都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例案を次のように提出す

る。 

 

 

  令和４年９月２日 

 

 

三次市長 福 岡 誠 志  

 

 

   三次市都市公園設置及び管理条例の一部を改正する条例（案） 

 

 三次市都市公園設置及び管理条例（平成１６年三次市条例第２２９号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第２８条の２中「及び三次市みらさか２号公園」を「，三次市みらさか２号公

園，三次市三次町太歳広場，三次市三次本通り広場，三次市新王子公園及び三次

市堂山第二公園」に改める。 

 別表第１中 

「 

三次市みらさか２号公園 三次市三良坂町三良坂５０３８番地７ 

                                  」を 

「 

三次市みらさか２号公園 三次市三良坂町三良坂５０３８番地７ 

三次市三次町太歳広場 三次市三次町１１１１番地１の一部 

三次市三次本通り広場 三次市三次町１５５５番地１ 

三次市新王子公園 三次市畠敷町３２９番地１ 

三次市堂山第二公園 三次市南畑敷町１０１２３番地１５ 

                                  」に



改める。 

   附 則 

 この条例は，規則で定める日から施行する。 


